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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年８月１８日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年８月１日（日） １２時３０分ごろ 

発生場所 愛知県名古屋港第５区 愛知県知多市伊勢湾灯標から真方位０６５°１.７

海里付近 

（概位 北緯３４°５７.０′ 東経１３６°４９.４′） 

事故調査の経過 平成２２年８月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ Ｇ Ｔ Ｘ
ジーティーエックス

４－Ｔ Ｅ Ｃ
ティーイーシー

 ＳＣ
エスシー

－Ｌ
エル

、０.２トン 

２４０－５７６２４愛知、個人所有 

２.９３ｍ（Lr）×１.１６ｍ×０.４４ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１１８.４kＷ、平成１６年６月 

Ｂ 水上オートバイ ４Ｔ Ｅ Ｃ
ティーイーシー

－Ｌ
エル

、０.２トン 

２４０－５８５３８愛知、個人所有 

２.９３ｍ（Lr）×１.１６ｍ×０.４４ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１４４.２kＷ、平成１７年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ２６歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

免許登録日 平成２０年７月１７日 

免許証交付日 平成２１年８月２０日 

（平成２５年７月１６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ２７歳 

特殊小型船舶操縦士 

免許登録日 平成２０年８月２１日 

免許証交付日 平成２０年８月２１日 

（平成２５年８月２０日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部船底に塗料剥離 

Ｂ 船首部のハンドル、メーターなどの損壊 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａが乗り組み、Ｂ船は、船長Ｂが乗り組み、名古屋港第５

区の新舞子マリンパークのブルーサンビーチ（以下「ビーチ」という｡）沖

において、友人３人と共にもう１隻の水上オートバイを用いて遊走してい

た。 
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Ａ船は、ビーチの東部にて知人を後部座席に同乗させ、船長Ａが、右方

のビーチを見たり、知人のことを気に掛けたりしながら、２０～３０km/h

の速力でビーチ沖を航行していたとき、知人を喜ばせるため、左旋回を始

めたところ、Ｂ船の右舷が真正面の至近に迫っているのを認めた。 

船長Ａは、左ハンドルを切る前、他の水上オートバイが近くにいないと

思い、Ｂ船に気付いていなかった。 

Ｂ船は、遊走後、ビーチ沖において、船首をビーチに向けて漂泊してい

た。 

両船は、平成２２年８月 1 日１２時３０分ごろ、Ａ船の船首部とＢ船の

船首部が衝突した。 

船長Ａは、Ｂ船を乗り切った後、停止して後方を振り返ったところ、付

近のプレジャーボートがＢ船及び船長Ｂを救助しているのを見た。 

船長Ｂは、病院に搬送されたが、頭部に負傷を負い、治療中、脳挫傷の

後遺症が発症する疑いがあると診断された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南、風力 ２、気温 約３５℃、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期、潮高 約１.３ｍ 

 その他の事項 Ａ船及びＢ船は、３人乗りの水上オートバイであった。 

船長Ｂは、Ａ船の接近に気付いていなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

なし 

なし 

Ａ船は、名古屋港第５区のビーチ沖を航行中、

船長Ａが、左旋回をする際に適切な見張りを行っ

ていなかったことから、Ｂ船に気付かずに左旋回

してＢ船に接近し、両船が衝突したものと考えら

れる。 

Ｂ船はビーチ沖において漂泊中、船長ＢがＡ船

の接近に気付いていなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、名古屋港第５区のビーチ沖において、Ａ船が航行中、Ｂ船が

漂泊中、船長Ａが、左旋回を行う際に適切な見張りを行っていなかったた

め、左旋回してＢ船に接近し、両船が衝突したことにより発生したものと

考えられる。 

 




